
上越市新光町地先の関川大橋左岸横断ＢＯＸ内において、５月１５日に当

事務所職員により落書きを発見しました。

高田河川国道事務所では厳正に対処するため、６月１日に上越警察署へ

被害届を提出しました。みだりに道路に落書き（道路の汚損）をすると、処

罰（一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金）の対象となります。また、

このような景観を損ねる行為は、決して許されるものではありません。

なお、落書きの消去作業にかかる費用については、加害者が判明次第、全

額請求する予定です。

国道８号関川大橋アンダーＢＯＸで落書き被害の発生
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■ 道路管理第一課長 水島 輝昭
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みなみしん まち

被害状況

※道路法第四十三条では、みだりに道路を損傷し、又は汚損することを禁止しており、同法
第百二条で罰則が規定されています。
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落書き全体
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国道８号 富山方面→新潟方面
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落書き箇所
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※記者発表資料は高田かわこくＨＰにも掲載しております。

※著作権法に抵触する恐れがあることから、画像を一部加工しています。
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